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大会事務局

　以下のクラスは「2010 もてぎダートトラックレース」特別規則 第28条 4）によりレース後車両検査を行う。
　なお、その他のクラスについてもレース後車両検査を行う場合がある。
　車両検査を行う場合はアウトゲートスロープ正面(P8)にて行うため、レース終了後、入賞車両はオフィシャルの誘導に従い、
　徐行しながらアウトゲートスロープへ向かうこと。
　車両検査は全クラスのファイナルレース終了後に行う。

【対象クラス】

　　●マスター230クラス
　　●エキスパートジュニア250クラス
　　●エキスパート250クラス
　　●エキスパートオープンクラス

※車両検査の対象は第40条2）に定める賞典対象者とする。

【参考】　第40条2）　　賞典対象者一覧
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